
コンタクトレンズ診療費に関するお知らせ

（１） 当院は「コンタクトレンズ検査料１」の施設基準

に適合している旨、東海北陸厚生局岐阜事務所に届

出を行っています。

（２）初診料及び再診料

コンタクトレンズの装用を目的としている方で、当

院に初めて受診した方は初診料２９１点、また当院で

過去にコンタクトレンズ検査料を算定したことがある

方は、再診料７5点を算定いたします。

（３）コンタクトレンズ検査料１

コンタクトレンズの装用を目的に眼科学的検査を

行った場合は、２００点を算定いたします。

※ 厚生労働省が定める疾病等によっては、上記のコン

タクトレンズ検査料ではなく、眼科学的検査料で算定

する場合があります。不明な点はご相談ください。

（４）コンタクトレンズの診療を行う医師

※ 現在、当院の眼科医は派遣医となっています。

派遣医：淺野 綾太 眼科経験年数 ２年
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